
全形牙

カットピース

製品

Ｈ29年夏 Ｈ30年夏 Ｈ31年夏

改正法成立

個人所有象牙（B）
の在庫把握キャンペーン

（国内在庫の把握）

改正法施行

事業者届出制

事業者登録制
５年ごとの登録の更新制
登録取消し規定の新設
カットピースの管理票作成を義務化
罰則の強化
（個人：懲役５年、罰金500万円等、法人：罰金１億円等）

登録審査の厳格化

※公的証明（輸入禁止前の合法輸入
の証明）又は科学的証明（？）がある
もののみ登録・譲渡し可とする

事業者が所有する全形牙（A）

登録義務化

象牙の管理強化方針案

科学的証明のフィージビリティ調査
＋

審査厳格化による影響に関する調査・検討
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【ポスター、イベント、
市町村広報等】


